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消費税率引上げ後の対応についてのお願い（協力依頼） 

 

平素から、国土交通行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

令和元年 10 月１日の消費税率の引上げが迫り、関係府省庁において、軽減税率制度の

実施に向けた準備、転嫁対策等について、説明会や相談対応など、最後の追込みに取り

組んでいるところです。 

また、事業者の方が軽減税率に対応した経理や申告が適正になされることが重要であ

るため、軽減税率制度実施後も、引き続き関係府省庁が連携して必要なサポートを行っ

ていくこととしています。 

 つきましては、軽減税率制度実施後においても、適切な消費税の申告を見据えて、事

業者の方が戸惑うことなく申告を行っていただけるよう、税務署や青色申告会等の関係

民間団体が実施している説明会、記帳指導に参加するように各事業者にご案内いただき

ますようお願いいたします。 

なお、貴団体において、今回の軽減税率実施後に新たに確認された事業者における課

題や懸念等を把握した場合は、当方まで早急に連絡いただきますようお願いいたします。 

 

 

［参考：税務署が開催する消費税軽減税率制度の説明会］ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm 

［参考：青色申告会等の関係民間団体が実施している説明会（国税庁 HP）］ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm 

 

 


